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通行止め解除後の車線規制図 

 

平成２９年６月２７日（火）１２時～６月２８日（水）６時の通行止め解除後は、米沢南陽道路 米沢北ＩＣ⇒

南陽高畠ＩＣ間の下り線（南陽高畠ＩＣ方向へ向かう車線）が新設側に変更になります。詳しくは下図をご参照く

ださい。なお、今回の車線切替後も段階的に規制を実施しながら工事を進めていきます。お客さまには大変

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

 

【東北中央自動車道 米沢北ＩＣ～南陽高畠ＩＣ】 

 

平成２９年６月２７日１２時まで 

平成２９年６月２８日 ６時から 

※下り線の位置が変わり、大きく回って 

から南陽高畠方面へ向かうことになります。 
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